
お互いの人権を尊重し、一人ひとりが個性や能力
を十分に発揮できる多様性を認めあう社会の実現を
目指し、「秋田市パートナーシップ宣誓制度」をス
タートしました。
本制度は、婚姻制度とは異なり、法的な権利や義
務を生じさせるものではありませんが、婚姻に準じ
た関係にあるものとして、一部の行政サービスの利
用ができます。お二人の思いを尊重し自分らしくい
きいきと生活できるよう応援しています。

にじいろあきた推進事業
パートナーシップ宣誓制度

【担当課】
秋田市市民生活部生活総務課
女性活躍推進担当
〒010-8560
秋田県秋田市山王一丁目１－１
ＴＥＬ 018-888-5650
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E-mail ro-ctmn@city.akita.lg.jp

にじいろあきたワークショップ

関連するＳＤＧｓ

ＬＧＢＴＱに関して積極的な活動をしている企業
や当事者の方からの講話、参加者同士の交流を通し
て、色々な“自分らしさ”を見つけるワークショップ
を開催しています。参加者からは、「ＬＧＢＴＱに
ついて知るだけではなく、気持ちに寄り添うことが
大切だと感じた」「秋田市内のアライ企業の取り組
みが広く浸透してほしい」などの声が寄せられまし
た。誰もが自分らしく生きることができるまちづく
りに取り組んでいきます。

秋田市ではＬＧＢＴＱ
（性的少数者）のパートナー
シップ宣誓制度を令和４年４
月に開始し、多様な性のあり
方への市民理解を深め、社会
的偏見や差別をなくし、多様
性を尊重する社会の実現を目
指しています。
ＬＧＢＴＱの方々への理解

者や支援者を意味する「アラ
イ」を増やすためのワーク
ショップの開催や、パネル
展・ＳＮＳによる啓発など、
様々な取り組みを行っており
ます。

ＬＧＢＴＱ支援の象徴である６色の「レインボーフラッグ」と
秋田市の木「けやき」をモチーフにしたマークです。このマー
クは、秋田市パートナーシップ証明カードなどに使用します。

にじいろマークの紹介

【ワークショプの様子】 【アライメッセージ】


